
掛 川 市 公 告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工

事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。

平成25年11月７日

掛川市長 松 井 三 郎

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

掛川市大渕字前浜1456-681,1456-377,1456-686,1456-687,1456-692,1456-693,1456-697,

1456-698,1456-699,1456-1084,1456-1092,1456-1094,1456-1095,1456-1097,1456-1098,

1456-2045,1456-2047,1456-2049,1456-2405,1456-2408及び1456-2409

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

兵庫県姫路市延末81番地

山陽色素 株式会社

取締役社長 齋木 俊治郎


